
委員数
H24 女性委員 女性割合 公募割合 大学 学識・識見関係団体 市議会 官公庁 市職 事業者 公募 その他 公募

有無
公開
有無

再任制
限
有無

所管課 募集枠 応募者 委員
数

特別職報酬等審議
会 諮問・答申 ８人以内 審議終了

まで 条例

市民
市の区域内の公共的団体の代
表者
又は識見を有する者のうちか
ら必要の都度市長が任命する

8 3 38% 38% 1 0 4 0 0 0 0 3 0 有 有 無 秘書広報課 3 4 3

まちづくり基本条
例推進委員会 諮問・答申 15人以内 ２年 附属機関設

置条例
公共的団体等が推薦する者
識見を有する者
その他市長が適当と認める者

12 3 25% 25% 1 0 8 0 0 0 0 3 0 有 有 無 企画財政課 3 3 3

行政改革推進委員
会 諮問・答申 10人以内 ２年

行政改革推
進委員会設
置条例
第3条

市議会の議員
公共的団体等が推薦する者
識見を有する者
その他市長が適当と認める者

10 3 30% 20% 1 0 7 0 0 0 0 2 0 有 有 無 企画財政課 2 6 2

男女共同参画推進
審議委員会 調査・審議 15人以内 ３年

男女共同参
画推進条例
第20条

公共的団体等が推薦する者
識見を有する者
公募により選任された者
その他市長が適当と認める者
・委員は広く各界各年齢層の
なかから適切な人材を選任す
るよう努めるもの

15 8 53% 20% 1 2 9 0 0 0 0 3 0 有 有 無 企画財政課 3 3 3

地域福祉計画策定
委員会 計画・審議 15人以内 計画策定終

了まで
附属機関設
置条例

地域福祉関係者
行政関係者
識見を有する者
その他市長が適当と認める者

14 6 43% 7% 1 1 11 0 0 0 0 1 0 有 有 無 福祉生活課 3 1 1

健康増進計画策定
委員会 計画・審議 15人以内 ２年 附属機関設

置条例
識見を有する者
関係団体の代表者
その他市長が適当と認める者

15 8 53% 20% 0 1 11 0 0 0 0 3 0 有 有 無 健康推進課 3 4 3

都市計画審議会 計画・審議 13人 ２年 都市計画審
議会条例

議会の議員４人以内
関係行政機関若しくは県の職
員又は本市の住民４人以内
識見を有する者５人以内

11 2 18% 27% 1 3 0 4 0 0 0 3 0 有 有 無 都市開発課 3 3 3

上下水道事業審議
会 諮問・答申 12人 ２年

上下水道事
業審議会条
例

識見を有する者７人以内
受益者の代表者３人以内
公益団体等の代表者２人以内

12 3 25% 17% 1 0 6 0 2 0 0 2 1 有 有 無 環境課水道部 3 2 2

廃棄物減量等推進
審議会 調査・審議 15人 ２年

廃棄物の処
理及び清掃
に関する規
則

住民
有識者
事業者
廃棄物処理業者
廃棄物再生事業者

12 4 33% 25% 0 1 3 0 1 0 4 3 0 有 有 無 環境課 3 3 3

次世代育成支援対
策協議会 調査・審議 20人以内 ２年 附属機関設

置条例

識見を有する者
保健・医療・福祉・教育・地
域活動団体等次世代支援対策
に関係する者
市内に居住し、市内の事務所
に勤務し、又は市内の大学に
在学する18歳以上の者

10 6 60% 10% 1 0 5 0 0 2 0 1 1 有 有 無 幼児支援課 3 1 1

子どもの読書活動
推進会議 調査・審議 12人以内 ３年 附属機関設

置条例

ほづみ幼稚園又は小中学校の
保護者を代表する者
ほづみ幼稚園長又は小中学校
長を代表する者
瑞穂市立保育所長を代表する
者
関係団体の代表者

12 9 75% 17% 0 0 5 0 2 3 0 2 0 有 有 無 生涯学習課 3 2 2

131 55 42% 20% 8 8 69 4 5 5 4 26 2 合　計 32 32 26

審議会等名
称 区分

公募委員の選任状況（H24）
委員構成 公募状況女性・公募割合

定数 任期 選考基
準法令 選任基準


